
 

 

安岡地区複合施設整備事業 

仮事業契約書（案） 
 

下関市（以下「市」という。）と【●●●●】（以下「事業者」という。）とは、各々対等な

立場における合意に基づいて、この契約書に定めるもののほか、安岡地区複合施設整備事業事業

契約約款（以下「約款」という。）の定めるところにより、公正な事業契約（民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第５条第２項第５

号に規定する事業契約をいう。）を締結するものとする。 

 

（総則） 

第１条 市及び事業者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（契約の要項） 

第２条 この契約の要項は、次のとおりとする。 

（１） 事 業 名   安岡地区複合施設整備事業 

（２） 事 業 場 所   下関市富任町五丁目地内ほか 

（３） 事 業 期 間   本契約成立の通知により指定した日から令和２２年３月３１日まで 

（４） 契 約 金 額  金●●●●円（うち消費税及び地方消費税相当額金●●●●円） 

ただし、当該契約金額に、約款に定める方法による金利変更又は物価変動に

よる増減額並びに当該増減額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減

額を加算した額とし、その内訳金額は、約款の定めるところによる。 

（５） 支 払 方 法   約款第６２条から第６４条に定めるところによる。 

（６） 契約保証金   約款第７８条に定めるところによる。 

 

（仮契約の効力） 

第３条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２条

の規定により、下関市議会で議決を経た後、市が事業者に対し本契約を成立させる旨の意思

表示をしたときに、本契約として確定するものとする。ただし、第４章から第６章まで、第

８章第６２条から第６４条までその他維持管理及び運営業務に関連する条項については、事

業者をこの契約により整備する安岡地区複合施設（以下「公共施設」という。）の指定管理者

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。）として市が指定したときに、これを本契約とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

以上の契約締結の証として、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和４年（２０２２年）●月●日 

 

市： 下関市 

下関市長 前田 晋太郎     印 

 

事業者： （所在地） 

（事業者名） 

（代表者名）           印 
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安岡地区複合施設整備事業 事業契約約款 
 

第１章 用語の定義 

（定義） 

第１条  この約款における用語の意義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙１用語の定

義において定めるところによる。 

 

第２章 総則 

（目的） 

第２条  安岡地区複合施設整備事業事業契約（安岡地区複合施設整備事業仮事業契約第３条の規定によ

り本契約として確定したものをいい、この約款を含む。以下「本事業契約」という。）は、下関市

（以下「市」という。）と●●●（以下「事業者」という）とが相互に協力し、本事業を円滑に実施

するために必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 市及び事業者は、事業契約書等に基づき、実施方針等、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案書

及び設計図書等に従い、法令を遵守し、本事業契約を履行しなければならない。 

 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務） 

第３条  事業者は、公共性を有する本事業の目的を十分に理解し、本事業の実施に当たり、相互にその

趣旨を尊重するものとする。 

２ 事業者は、市が本事業に関し、起債、補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可等の取得若し

くは届出等を行う場合にあっては、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力、書類作成業務その他市

が必要とする事項について、事業者の費用負担にて、協力するものとする。 

 

（契約関係書類の適用関係） 

第４条  契約関係書類の記載内容に相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、

実施方針等、事業者提案書及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。 

２ 契約関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事

項を決定するものとする。 

３ 事業者提案書及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案書に記載された提案内容が

要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案書が優先して適用されるものと

する。 

 

（本事業における責任） 

第５条  事業者は、本件業務を構成員に委託し、又は請け負わせるときは、業務水準に従って誠実に遂

行させる義務を負う。 

２ 事業者は、第８条に規定する契約期間中、本件業務を総合的に管理し、各本件業務間の相互調整を適

切に実施するために代表企業を市との連絡窓口とし、各本件業務の全体を総合的に把握し調整を行う

総括責任者を代表企業から事業期間にわたり１人定めて配置させなければならない。この場合におい

て、総括責任者は、市と事業契約締結後、速やかに総括責任者を定めた旨の通知書を、市に提出し、市

の承認を得ること。 

３ 事業者は、構成員を設計責任者、建設責任者、工事監理責任者、維持管理責任者及び運営責任者とし

て配置しなければならない。この場合において、各責任者は、各業務の着手前に提出する計画書に各責

任者の氏名を記載することとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、事業者は、維持管理及び運営業務において、やむを得ない特段の合理的
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な理由があり、かつ、構成員以外の者に委託等を行っても事業者の本事業契約上の債務の履行に支障が

ないと認められる場合に限り、市に事前の承諾を得て、維持管理及び運営業務の一部を構成員以外の者

に委託等を行うことができる。 

５ 前項に規定する事前の承諾を得る事業者が当該事前承諾の申請を行う場合には、当該構成員以外の

者との間で取り交わす委託等に関する契約の締結予定日の１４日前までに、市に対して、当該委託等に

関する契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び書面の全ての写し、やむを得ない特

段の合理的な理由を示す資料、当該委託等を行っても事業者が本事業契約上の債務を履行するのに支

障がないことを示す資料、その他市の求める資料を提出しなければならない。 

６ 市の承諾を得た後に、契約内容について重要な変更を行う必要がある場合には、事業者は、変更内容

について改めて市から事前の承諾を得るものとする。 

 

（本事業の概要） 

第６条  本事業は、本事業の実施場所における施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務

及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。 

 

（事業日程及び法令等の遵守） 

第７条  事業者及び構成員は、本事業を実施するに当たり、別紙２日程表並びに別紙３法令の遵守、要

求水準書等及び事業者提案書に従わなければならない。 

２ 事業者は、本事業の遂行に当たり、下関市ＰＦＩ事業審査委員会（安岡地区複合施設整備事業）の意

見及び市の要望事項を可能な限り尊重するものとする。 

 

（契約期間） 

第８条  本事業契約の期間（以下「契約期間」という。）は、下関市議会の議決を経た後市が事業者に対

し本事業契約成立の通知により指定した日から令和２２年３月３１日までとする。ただし、当該終期

において、本事業契約に基づく債務のうち履行されていないものが存する場合は、当該債務が履行さ

れるときまでとし、事業者は、契約期間中、業務水準を満たす状態に保持する義務を負う。 

 

（事業者の資金調達） 

第９条  本事業契約の締結及び履行その他本事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約に別段の定

めがある場合を除き、全て事業者が負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の

責任において行わなければならない。 

 

（事業者が第三者に与えた損害） 

第１０条  事業者が本事業を行うにつき、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場

合、事業者は、当該損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。 

２ 市は、前項に規定する損害を事業者に代わって第三者に賠償する場合、事前に事業者に通知するもの

とし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、事業者に対し、賠償した金額を求償することができる。

この場合において、事業者は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければな

らない。 

 

第３章 施設整備業務 

第１節 事前測量・調査業務 

（事前測量・調査業務） 
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第１１条  事業者は、自らの責任において、本事業契約の締結後、速やかに、事前測量・調査業務の着

手前に市と十分協議を行った上で、事前測量・調査業務を行わなければならない。 

２ 事業者は、事前測量・調査業務の実施に当たり、市と十分協議を行い、事前測量・調査概要、日程等

を記載した事前測量・調査要領書及びセルフモニタリング計画書を市に提出し、市の承諾を得なければ

ならない。 

３ 第１項の事前測量・調査業務を行った結果、本事業の実施場所が施設整備に支障を来す状態にある場

合においては、事業者と市は、当該状態の除去修復の必要性、方法等について協議を行うものとし、必

要があると市が認めた場合においては、事業者に当該状態の除去修復をさせるものとする。 

４ 市は、前項の協議の結果に基づいて事業者が実施した除去修復に起因して事業者に発生した増加費

用のうち、合理的な費用を負担するものとし、事業者は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を

添えて、これを市に請求するものとする。 

５ 事業者が別紙２日程表又は第４１条に規定する供用開始日を遵守できないことを理由として、市に

対し、期日の変更を請求した場合は、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議

が調わないときには、第３７条第１項の規定に従うものとする。ただし、事業者の責めに帰すべき事由

による場合は、当該期日の変更は行わない。 

 

（進捗状況の報告） 

第１２条  事業者は、市に対し、事前測量・調査業務の進捗状況に関して、定期的に報告し、市と協議

の上、進めるものとし、その内容についてその都度書面に記録し、相互に確認を得るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市は、必要に応じて事前測量・調査業務の進捗状況に関し、事業者に報告

を要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求について最大限協力するものとする。 

３ 市は、前２項の報告を理由として、事前測量・調査業務の全部又は一部について、責任を負担するも

のではない。 

 

（事前測量・調査業務に関する第三者の使用） 

第１３条  事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第１１条の事前測量・調査業務の全部又

は一部を第三者に委託することができる。 

２ 事業者は、第三者が更に第三者に委託するときは、事前に市に届出を行い、市の承諾を得なければな

らない（当該第三者が更に第三者を使用する場合を含む。）。 

 

（事前測量・調査業務の責任） 

第１４条  事業者は、事前測量・調査業務に関する一切の責任（業務上の誤りや不備、事業者の都合に

よる変更等から発生する増加費用の負担を含む。）を負担する。 

２ 前条の事前測量・調査業務に係る第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、事前測

量・調査業務に係る当該第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由

は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。 

３ 市は、市が有する図面、データ等の提供を理由として、本事業契約に基づいて事業者が行う本業務の

全部又は一部について、責任を負うものではない。 

 

第２節 基本設計・実施設計業務 

（基本設計・実施設計） 

第１５条  事業者は、自らの責任において、本事業契約の締結後、速やかに、法令を遵守の上、要求水

準書等、事業者提案書、別紙２日程表に従い、第１１条から前条に規定する事前測量・調査業務の結
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果を踏まえ、基本設計・実施設計業務の着手前に市と十分協議を行った上で、基本設計・実施設計業

務を行わなければならない。 

２ 事業者は、基本設計・実施設計業務の実施に当たり、市と十分協議を行い、基本設計・実施設計業務

の業務実施・実施体制、業務工程等を記載した業務計画書、セルフモニタリング計画書等を市に提出し、

市の承諾を得なければならない。 

 

（進捗状況の報告） 

第１６条  事業者は、市に対し、基本設計・実施設計業務の進捗状況に関して、定期的に報告し、市と

協議の上、進めるものとし、その内容についてその都度書面に記録し、相互に確認を得るものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、市は、必要に応じて基本設計・実施業務の進捗状況に関し、事業者に報告

を要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求について最大限協力するものとする。 

３ 市は、前２項の報告を理由として、基本設計・実施設計業務の全部又は一部について、責任を負担す

るものではない。 

 

（基本設計・実施設計業務に関する第三者の使用） 

第１７条  事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第１５条の基本設計・実施設計業務の一

部を設計企業に委託することができる。 

２ 事業者は、設計企業が更に第三者に委託（一部委託に限る。）をするときは、事前に市に届出を行い、

市の承諾を得なければならない（当該第三者が更に第三者を使用する場合を含む。）。 

 

（基本設計・実施設計業務の責任） 

第１８条  事業者は、基本設計・実施設計業務に関する一切の責任（業務上の誤りや不備、設計企業の

都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。）を負担する。 

２ 前条の基本設計・実施設計業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、

基本設計・実施設計業務に係る第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべ

き事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。 

 

（基本設計・実施設計業務に関する許認可及び届出） 

第１９条  事業者は、基本設計・実施設計業務に関する本事業契約上の義務を履行するために必要な一

切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。 

２ 市は、事業者から要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものと

する。 

 

（基本設計・実施設計業務の完了） 

第２０条  事業者は、基本設計・実施設計業務を完了した場合には、市に対し、速やかに要求水準書等

に定める書類・図面等を提出し、市はこれを確認するものとする。ただし、市による基本設計業務完

了の確認を得なければ、実施設計業務を開始することはできないものとする。 

２ 市は、前項の規定により提出を受けた書類・図面等と要求水準書等及び事業者提案書との間に客観的

な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致が生じている設計箇所及びその内容を事

業者に対して通知し、修正を求めることができる。 

３ 事業者が前項の規定による通知を受けた場合、事業者は、自らの責任と費用において、速やかに当該

不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。 

４ 事業者は、前項に規定する是正に起因して、建設業務に遅延が見込まれる場合、第４１条に規定する

公共施設の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担については、第３７条第２項及び第３

８条第３項の規定に従うものとする。 
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５ 市は、第１項に規定する書類・図面等の提出を受け確認を行ったこと、事業者に対して第２項に規定

する通知を行ったこと、又は第３項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、事業者の

責任を免除し、及び軽減するものではなく、本事業に係る基本設計・実施設計及び建設の全部又は一部

のいずれについても何らの責任を負担するものではない。 

 

第３節 基本設計・実施設計業務の変更 

（市の請求による基本設計・実施設計業務の変更） 

第２１条  市は、基本設計・実施設計業務の変更について、必要があると認めるときは、要求水準書等に

定める書類・図面等の完成前後を問わず、事業者に対し、事業者提案書における提案内容を逸脱しない

範囲において、当該変更内容を記載した書面を事業者に交付し、基本設計・実施設計業務の変更を求め

ることができる。この場合において、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討

し、市に対し、速やかに、その検討結果を通知しなければならない。 

２ 市は、前項の検討結果を踏まえ、基本設計・実施設計業務の変更の要否を最終的に決定し、事業者に

通知するものとし、事業者は当該決定の内容に従うものとする。 

３ 市が事業者提案書における提案内容を逸脱する基本設計・実施設計業務の変更について提案を行う

場合、当該変更には事業者の承諾を要するものとする。この場合において、事業者は、当該変更の要否

及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対し、速やかに、その検討結果を通知しなければならな

い。 

４ 市は、前項の検討結果を踏まえ、本事業の実施について事業者と協議し、協議の結果、当該変更を事

業者が承諾した場合の増加費用は、市が負担するものとする。この場合において、事業者は、基本設計・

実施設計業務の変更の内容の一部に限り第三者に再委託することができるものとし、第三者の使用責

任については、第１８条の規定によるものとする。 

５ 第１項の規定により基本設計・実施設計業務の変更を行った場合における当該変更により発生した

増加費用及び損害（以下「増加費用等」という。）の負担については、当該変更を要するに至った次の

各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、当該設計変更により、

本事業契約に基づく事業者の業務に係る費用が減少したときの第８章の規定に基づいて支払われる対

価についてはこれを減額する。 

(１) 市の責めに帰すべき事由による場合 事業者は、増加費用等の内訳及びこれを証する書類を添

えて市に請求し、市は当該増加費用等を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法につ

いては事業者と協議する。 

(２) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 増加費用等は事業者が負担する。 

(３) 法令変更による場合 第８１条のとおり 

(４) 不可抗力による場合 第８３条のとおり 

６ 第１項又は第２項の基本設計・実施設計業務の変更に起因する建設業務の工期等の変更については、

第３７条の規定によるものとする。 

 

（事業者の請求による基本設計・実施設計業務の変更） 

第２２条  事業者は、事前に市の承諾を得た場合を除き、基本設計・実施設計業務の変更を行うことはで

きないものとし、市の事前の承諾を得ずに基本設計・実施設計業務の変更を行った場合は、市は事業者

に対し、当該変更前の設計に従った工事へ補修するよう要求し、又は補修とともに損害の賠償を請求す

ることができる。 

２ 前項の規定により事業者が事前に市の承諾を得て基本設計・実施設計業務の変更を行う場合、当該変

更により事業者に増加費用又は損害が発生したときの負担及び当該設計変更により本事業契約に基づ

く事業者の基本設計・実施設計業務に係る費用が減少したときの第８章の規定に基づいて支払われる

対価の取扱については、前条第５項の規定によるものとする。 
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３ 第１項の設計変更に起因する工期等の変更については、第３７条の規定によるものとする。 

 

第４節 建設業務 

（基本方針） 

第２３条  事業者は、建設業務の着手に当たり、確実に基本設計・実施設計業務が完了した後に着手する

ものとし、基本設計・実施設計業務の完了について市の確認を得ない段階で建設業務に着手してはなら

ない。 

２ 事業者は、建設工事等の実施に当たり、市と十分に協議を行い、市と事業者との協議により定める日

までに建設業務の業務実施・実施体制、業務工程等を記載した業務計画書、セルフモニタリング計画書

等を市に提出し、市の承諾を得なければならない。 

３ 事業者は、建設期間中の本事業の実施場所における市の発注に係る第三者が建設する他の工事（作業

を含む。以下「別途工事」という。）が存在する場合、その予定を事前に市に確認し、市を通じて別途

工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、建設業務に支障がないよう市と事前に十分協議の上、要

求水準書等に定める書類・図面等を作成し、市へ提出してその確認を得るものとする。 

 

（公共施設の建設） 

第２４条  事業者は、要求水準書等、設計図書等、事業者提案書及び別紙２日程表に従い、かつ、法令を

遵守し、自らの責任において、建設業務を行わなければならない。 

２ 本事業を実施するために必要な一切の手段については、要求水準書等、事業者提案書に定める書類・

図面等に基づき、事業者の責任及び費用において行うものとする。 

３ 公共施設の建設期間中に建設業務に要する工事用電力、水道、ガスは、事業者が負担するものとす

る。 

４ 事業者は、建設業務に際し、樹木等の既存物の移設等は、市と協議し、市の指示に基づき法令を遵守

の上、移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市が機能回復等を不要としたものにつ

いては、この限りではない。 

５ 前項の規定による移設等及び機能回復等に伴う責任及び費用負担は、事業者が負担するものとする。 

６ 事業者は建設期間中、本事業の実施場所に常に要求水準書等に定める書類のうち必要な書類を整備

しなければならない。 

 

（建設業務に関する許認可及び届出等） 

第２５条  事業者は、建設業務に関する本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取

得及び届出（市が行わなければならない許認可の取得及び届出を除く。）を自己の責任及び費用におい

て行わなければならない。 

２ 市は、事業者から要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものと

する。 

３ 事業者は、第１項の市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うも

のとする。 

４ 事業者が第 1 項の許認可の申請に当たり、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議

録を作成し、速やかにこれを市へ提出するものとする。 

 

（本事業の実施場所の管理等） 

第２６条  事業者は、建設業務を実施するに当たり、必要となる駐車場、資材置場等の場所について、事

前に、市に対し、その使用期間を明らかにした届出を行い、市からその使用についての承諾を得なけれ

ばならない。 

２ 事業者は、市が使用を承諾した期間、善良な管理者の注意をもって前項の承諾を得た駐車場、資材置
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場等の管理を行わなければならない。 

 

（建設業務に関する第三者の使用） 

第２７条  事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第２４条第１項に規定する建設業務の一

部を建設企業に請け負わせることができる。 

２ 事業者は、建設企業が更に第三者に再請負（一部の再請負に限る。）をさせるときは、事前に市に届

出を行い、市の承諾を得なければならない（当該第三者が更に第三者を使用する場合を含む。）。 

 

（建設業務の責任） 

第２８条  事業者は、建設業務に関する一切の責任（業務上の誤りや不備、建設企業の都合による工事変

更等から発生する増加費用の負担を含む。）を負担する。 

２ 前条の建設業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、建設業務に係る

第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに

帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。 

 

（建設業務に伴う近隣対策等） 

第２９条  事業者は、自らの責任及び費用において、騒音、振動、悪臭、粉じん発生、有害物質の排出、

熱風、温風、光害、交通渋滞その他建設業務が近隣の生活環境に与える影響等を勘案して、必要な近隣

対応・対策を実施し、建設業務を通じてその内容及びその結果を市に報告しなければならない。 

２ 事業者は、この近隣対応・対策の実施について、市に対し、建設業務を通じてその内容及び結果を報

告する。 

３ 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣対応・対策の調整（以下「近隣調整」という。）の不調を理

由として、要求水準書等に定める書類・図面等及び別紙２日程表に定める内容を変更することはできな

い。 

４ 近隣調整の結果、第４１条に規定する供用開始日の遅延が見込まれる場合、工期等の変更について

は、第３７条の規定によるものとする。 

５ 近隣調整の結果、事業者に生じた費用（第４１条に規定する公共施設の供用開始日が変更されたこと

による費用増加も含む。）については、事業者が負担するものとする。 

６ 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情

（以下「近隣住民の反対運動等」という。）に直接起因する費用又は損害については、市が負担する。

この場合において、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動等に対する対応は市が行うも

のとし、事業者は市に協力し、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は事

業者が、その責任と費用負担にて行う。 

 

（廃棄物の処理等） 

第３０条  事業者は、建設業務に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する

場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律１３７号）その他の関係する法令を遵

守しなければならない。 

２ 事業者は、前項に規定するもののほか、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理

化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号）その他の関係する法令を遵守しなければ

ならない。 

３ 事業者は、前２項の規定により、法令に定められた書類等、その実施状況を記録したもの、法令に定

められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものについては市の求めに応じ、速やかに、市

に提出しなければならない。 

４ 事業者は、建設業務に当たり、アスベストが存在することが判明した場合、市にその内容を報告の

上、自らの責任において、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）、石綿障害予防規則（平成１７
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年厚生労働省令第２１号）その他の関係法令に従い建設し、アスベストが使用されているものを処分す

るときは、関係する法令を遵守しなければならない。この場合において、要求水準書等に明示されてい

ないアスベストの処分に係る合理的な費用については、市が負担する。 

５ 事業者は、建設業務に当たり、ＰＣＢが存在することが判明した場合、要求水準書等に明示されてい

るＰＣＢを除きＰＣＢ含有調査を行い、その調査結果を市に報告するとともに、高濃度ＰＣＢ廃棄物で

あったときは、関係する法令に従い市指定の場所へ搬入しなければならない。この場合において、要求

水準書等に明示されていないＰＣＢの処分に係る合理的な費用については、市が負担する。 

 

（事業者による竣工検査） 

第３１条  事業者は、公共施設が完成した場合、要求水準書等及び事業者提案書に従って事業者による

竣工検査を実施しなければならない。この場合において、市は、当該検査に立ち会うことができるもの

とする。 

２ 事業者は、前項の検査の日程及び内容をその実施の７日前までに市に対し通知しなければならない。 

 

第５節 工事監理業務 

（公共施設の工事監理） 

第３２条  事業者は、建設業務の実施に当たり、市と十分に協議を行い、建設業務の内容やその実施体

制、スケジュール等を記載した業務計画書、セルフモニタリング計画書を市に提出し、市の承諾を得な

ければならない。この場合において、工事監理業務を行う者は、建設業務を担当する企業の従業員であ

ってはならず、かつ、建設企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であっては

ならない。 

２ 事業者は、本事業の実施場所を監理する工事監理企業に、工事監理記録を作成させ、定期的に工事監

理の状況を市に報告させ、市が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。 

３ 事業者は、建設業務が完了した際、工事監理企業に、工事検査を行わせた後、要求水準書等に定める

書類を提出させ、市の確認を得させるものとし、建設業務に係る各種検査の完了後、事業者は、工事完

成通知書を作成し、市に提出する。 

４ 事業者は、市に対し、前項の工事検査を行う１４日前（当該日が下関市の休日を定める条例（平成１

７年条例第２号）に規定する休日（以下「市の休日」という。）に当たる場合は、その直前の市の開庁

日）までに、市に対し当該工事検査の日程を通知する。 

５ 市は、第３項の工事検査に立会うことができる。ただし、市は、当該工事検査への立会いを理由とし

て、何らの責任を負担するものではない。 

６ 工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で、事業者は必要となる協力を行う。 

 

（工事監理業務に関する第三者の使用） 

第３３条  事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、前条に規定する工事監理業務の一部を工

事監理企業に委託することができる。 

２ 事業者は、工事監理企業が更に第三者に委託（一部委託に限る。）をするときは、事前に市に届出を

行い、市の承諾を得なければならない（当該第三者が更に第三者を使用する場合を含む。）。 

 

（工事監理業務の責任） 

第３４条  事業者は、工事監理業務に関する一切の責任（業務上の誤りや不備等から発生する増加費用

の負担を含む。）を負担する。 

２ 前条の工事監理業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、工事監理業

務に関する第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業

者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。 
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第６節 市による確認 

（市による説明要求及び本事業の実施場所立会い等） 

第３５条  市は、随時、要求水準書等及び事業者提案書に従い、公共施設の建設業務の状況を確認できる

ものとする。この場合において、市は、建設業務の状況その他について、事業者に事前に通知した上で、

事業者又は構成員若しくは第２７条に規定する第三者に対し、その説明を求めることができるものと

し、本事業の実施場所において建設業務の状況を自ら立会いの上、確認することができるものとする。 

２ 事業者は、前項に規定する建設業務の状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市

に対し、最大限の協力を行うものとし、構成員又は第２７条に規定する第三者に対し、市に必要かつ合

理的な説明及び報告を行わせるものとする。 

３ 第１項に規定する説明又は確認の結果、建設業務の状況が要求水準書等及び事業者提案書を客観的

に逸脱していることが判明した場合は、市は事業者に対し、その是正を求めるものとし、事業者はこれ

に従わなければならない。 

４ 市は、本条に規定する説明若しくは報告の受領又は確認の実施若しくは立会いを理由として、公共施

設の建設の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。 

 

第７節 完成確認 

（市による完成確認） 

第３６条  市は、公共施設の引渡しに先立ち、事業者から第３２条第３項に規定する書類の提出により

報告を受けた日から１４日以内に下関市工事検査規則（平成１７年規則第２３６号）に準じた完成確

認、中間確認及び出来形確認を実施するものとする。 

２ 前項の完成確認の結果、公共施設が要求水準書等及び事業者提案書に従って建設されているときは、

市は事業者に対し、完成確認が終了した後、速やかに完成確認書を交付する。 

３ 第１項の完成確認の結果、要求水準書等及び事業者提案書の内容を客観的に逸脱していることが判

明したときは、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は自らの責任と費用において

これに従わなければならない。 

４ 市は、事業者が前項の是正の求めに応じ完了を報告した日から１０日（当該日が市の休日に当たる場

合は、その直前の市の開庁日）以内に再度、完成確認を実施するものとする。ただし、当該完成確認の

結果、要求水準書等及び事業者提案書を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用

し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。 

５ 市は、第１項に規定する完成確認を行ったことを理由として、施設整備業務及びその他本事業契約に

基づく事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

６ 事業者は、公共施設の維持管理業務及び運営業務が本事業契約の規定を満たさなかった場合におい

て、市が第１項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れることはできない。 

 

第８節 工期等の変更等 

（工期等の変更） 

第３７条  市が事業者に対して、要求水準書等に定める施工計画書に記載する工期又は供用開始日（以

下「工期等」という。）等の変更を請求した場合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により施

工計画書に記載する工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市及び事業者

は、協議により当該変更の当否を定めるものとする。この場合において、市及び事業者の間において協
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議が整わない場合、市が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始日を定めるものとし、事業者

はこれに従わなければならない。 

２ 事業者が自らの責めに帰すべき事由により、施工計画書に記載する工期等を遵守できないこと又は

その可能性があることを認識した場合、直ちに市に通知し、対応について市の指示に従うものとする。 

 

（工期等の変更に伴う費用負担） 

第３８条  市の責めに帰すべき事由により、工期等の変更が生じ、公共施設の引渡しが遅延した場合又

は工期を短縮した場合には、市は、これらに伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を

事業者に対し支払う。この場合において、市は、その他に発生した損害を負担しない。 

２ 法令の変更又は不可抗力により、工期等の変更が生じ、公共施設の引渡しが遅延した場合又は工期を

短縮した場合には、当該工期変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担につい

ては、第８１条又は第８３条の規定に従う。 

３ 前２項に規定するもののほか、工期等の変更が生じ、公共施設の引渡しが遅延した場合、事業者は、

当該遅延に関し市に生じた増加費用及び損害に相当する額を直ちに支払うとともに、別紙２日程表に

定める各期限の翌日から実際に公共施設が事業者から市に対して引き渡された日までの期間（両端日

を含む。）において、遅延した部分に係る本事業に係る対価の金額につき、第９４条に規定する割合を

乗じて計算した遅延損害金を支払う。 

４ 前３項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書に記載する工期等が変更された場合の

増加費用又は損害の負担は、前３項の趣旨を踏まえて市と事業者が協議して精算する。ただし、協議が

調わない場合、市が精算額を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。 

 

（工事の一時中止） 

第３９条  市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、公共施設の建設の全部又

は一部を一時中止させることができる。 

２ 市は、前項の規定により、公共施設の建設の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認め

るときは、事業者と協議の上、施工計画書記載の工期等を変更することができる。 

３ 前項の場合において、事業者が工事の再開に備え、本事業の実施場所を維持し、又は労働者、建設機

械器具等を保持する等した結果、工事の建設の一時中止に伴う増加費用を必要とした場合又はその他

事業者に損害が生じた場合には、市は当該増加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するもの

とし、事業者は、当該増加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとす

る。ただし、当該一時中止を必要とする理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合には、当該中止

に伴い市又は事業者に生ずる増加費用又は損害は事業者が負担する。 

４ 市は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、公共施設の建設の全部又は一部

が一時中止された場合で必要があると認めるときは、事業者と協議の上、施工計画書記載の工期等を変

更することができる。 

５ 第２項から前項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、公共施設の建設の全部又は一部が一時中

止された場合において、事業者が工事の再開に備え、本事業の実施場所を維持し、又は労働者、建設機

械器具等を保持する等した結果、工事の建設の一時中止に伴う増加費用を必要とした場合又はその他

事業者に損害が発生した場合の増加費用又は損害の負担は、第１４章及び第１５章の定めに従うもの

とする。 

 

（危険負担等） 

第４０条 次条に規定する供用開始時までに、公共施設の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの

工事材料その他建設器具等が、不可抗力事由により毀損し、又は滅失し、その結果、事業者に増加費用

又は損害が発生したときは、当該増加費用又は損害の負担については、第８３条の定めに従うものとす

る。 

２ 前項の場合における、本事業契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。 
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(１) 毀損又は滅失の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、市及び事業者は原則として第７

４条の規定に従い本事業契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、事業者が任意の判

断で市の認める期間内に事業者の費用負担において公共施設を本事業の実施場所に再建設する

場合にはこの限りでない。 

(２) 前号の場合以外の毀損の場合には、事業者は公共施設を設計どおり修復して本事業の実施場所に 

建設するものとする。この場合に事業者に生じる追加費用又は損害の負担については、第８３条

の定めに従うものとし、市は、修復に要する合理的期間を限度として次条に規定する供用開始時

の延長を認めるものとする。 

(３) 前２号の場合、市は事業者に対し、損害賠償の請求は行わない。 

 

第９節 引渡し及び供用開始 

（引渡し及び供用開始） 

第４１条  事業者は、市に対し、別紙２日程表に定める期間までに、第３６条に規定する市の完成確認を

得た上で、完成した公共施設を引き渡すものとし、公共施設の維持管理業務期間の初日は、公共施設の

引渡し日とする。 

 

第１０節 契約不適合責任 

（契約不適合責任） 

第４２条  市は、引き渡された公共施設又は要求水準書等に定める各書類等が種類又は品質において本

事業契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、事業者に対し、公共

施設又は各書類等の修補又は代替物の引渡しによる追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と

異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完が

ないときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。 

(１) 履行の追完が不能であるとき。 

(２) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３) 公共施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を

経過したとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みが

ないことが明らかであるとき。 

 

（契約不適合責任期間） 

第４３条  市は、引き渡された公共施設又は要求水準書等に定める各書類等に関し、本事業契約の規定

による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契

約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除（以

下本条において「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ち

にその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般

的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日ま

で請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を

示して、市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 市が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項に
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おいて「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合に

おいて、市が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不

適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 市は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法

の定めるところにより、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、

契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 市は、公共施設又は要求水準書等に定める各書類等の引渡しの際に契約不適合があることを知った

ときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関す

る請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、こ

の限りでない。 

９ 引き渡された公共施設又は要求水準書等に定める各書類等の契約不適合が支給材料の性質又は市の

指図により生じたものであるときは、市は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができな

い。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを市に通知しなかったと

きは、この限りでない。 

１０ 事業者は、建設企業が市に対し、本条による契約不適合責任を負担することについて、連帯保証さ

せるべく、建設企業に保証書を提出させる。 

 

第４章 開業準備業務 

（開業準備） 

第４４条  事業者は、要求水準書等及び事業者提案書に従い、その責任及び費用負担において、開業準備

業務を行う。 

 

（業務体制等の確認） 

第４５条  事業者は、公共施設の維持管理及び運営業務の実施のために作成する各種マニュアル、セル

フモニタリング計画書、業務計画書等（以下この条において「各種マニュアル等」という。）について、

別紙２日程表に定める開業日の１月前の日までに、市の承認を得ることとする。 

２ 市は、前項の定めにより各種マニュアル等について承認の求めがあったときは、速やかに当該各種マ

ニュアル等に記載の業務体制（当該業務体制に係る事項を含む。以下この条において同じ。）について、

入札説明書等、要求水準書等及び事業者提案書（以下この条において「確認対象書類」という。）と照

らして適当であるか否かの確認を行うものとする。 

３ 市は、前項の確認の結果、各種マニュアル等の業務体制が確認対象書類と照らして適当でないと判断

したときは、その旨を事業者に通知する。この場合において、通知を受けた事業者は、遅滞なく当該通

知に係る業務体制を修正の上、再度、市に提出してその確認を受けなければならない。 

４ 市は、各種マニュアル等の業務体制が確認対象書類と照らして適当と認めるときは、その承認を行

う。 

５ 各種マニュアル等は、市が前項の承認を行った後においては、市及び事業者が合意したときに限りそ

の内容を変更することができる。 

６ 前項の定めによる変更により維持管理及び運営業務に増加費用が生じた場合は、事業者がこれを負

担する。 

７ この条に規定する手続は、事業者の維持管理及び運営業務に関する責任を軽減し、又は免除するもの

でなく、市は、この条に規定する手続を理由として、何ら責任を負わない。 
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第５章 維持管理及び運営業務 

第１節 総則 

（指定管理者による管理等） 

第４６条  事業者は、公共施設の指定管理者として指定された場合は、下関市公の施設における指定管

理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第２６号。以下「指定手続条例」という。）、公共施設

に関して定められる設置等に関する条例（以下「設置管理条例」という。）その他の関連法令の規定及

び本事業契約の定めに基づき、当該指定管理者として公共施設の維持管理及び運営業務を誠実かつ適

正に履行しなければならない。 

２ 事業者は、公共施設の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。 

３ 事業者を公共施設の指定管理者として指定する期間（以下「指定期間」という。）は、公共施設の引

渡し日から令和２２年３月３１日までとする。 

４ 事業者が指定管理者として実施する公共施設の維持管理及び運営業務の細目の基準は、要求水準書

等に定めるとおりとし、当該細目の実施内容は、事業者提案書に定めるとおりとする。 

５ 事業者は、市の承認を得た場合を除き、公共施設を維持管理及び運営業務以外の目的に使用すること

ができない。 

 

（指定管理者の指定の取消し） 

第４７条  事業者は、地方自治法第２４４条の２第１１項、指定手続条例及び事業者が公共施設の指定

管理者として市と締結する公共施設の管理運営に関する基本協定の規定により、公共施設の指定管理

者の指定を取り消されたときは、公共施設の維持管理及び運営業務の全部を履行することができない。 

２ 事業者が公共施設の指定管理者としてその指定を取り消されたときは、本事業契約は、他に特段の手

続を要せず、当該指定の取消しの効力が生ずると同時に終了する。 

 

（公共施設の維持管理及び運営業務の停止） 

第４８条  事業者は、地方自治法第２４４条の２第１１項、指定手続条例又は事業者が公共施設の指定

管理者として市と締結する公共施設の管理運営に関する基本協定の規定により、期間を定めて公共施

設の維持管理及び運営業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務につい

て、履行することができない。この場合において、事業者は、公共施設の維持管理及び運営業務を停止

するに当たり、その停止する業務の引継ぎ等について市の指示に従わなければならない。 

２ 市は、前項の規定により事業者が公共施設の維持管理及び運営業務の停止を命じられている期間中、

事業者が履行できない業務について、市が自ら又は第三者に委託して行うものとする。 

３ 事業者は、前項の規定により停止した公共施設の維持管理及び運営業務を市が実施したとき（第三者

に委託したときを含む。）は、市がその実施に要した費用（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を市

に支払わなければならない。 

４ 市は、第１項の規定により事業者が公共施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を履行できな

いときは、その履行できない業務のサービス対価の支払を行わず、既にサービス対価を市が支払ってい

るときは、事業者は、これを市に返還しなければならない。この場合において、サービス対価の減額は、

別紙 4の定めに基づき、該当する業務のサービス対価を減額することとする。 

５ 第１項の規定により維持管理及び運営業務の全部又は一部の停止があった場合において、市に第３

項の費用以外の損害又は前項の規定による損害が生じたときは、市は、これらの損害の額に相当する額

を事業者に請求することができる。 
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（利用の許可及び利用料金等） 

第４９条  市は、設置管理条例及び施行規則において、公共施設の休館日、開館時間及び利用料金の額

（次項において「休館日等」という。）その他公共施設の設置及び管理に関する事項を定めるものとす

る。 

２ 市及び事業者は、毎年度、協議の上、設置管理条例及び施行規則に定める基準の範囲内で、市と公共

施設の指定管理者としての事業者とが締結する公共施設の管理運営に関する年度協定（以下「年度協

定」という。）に、その年度の休館日等を定めるものとする。 

 

（維持管理及び運営業務の業務計画書） 

第５０条  事業者は、指定期間中において、事業契約書等、要求水準書等及び事業者提案書に従い、自己

の費用と責任において、公共施設の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者が公共施設

を安全かつ快適に利用できるサービスの質及び水準を保持しなければならない。 

２ 事業者は、維持管理及び運営業務の内容について、事業契約書等、要求水準書等及び事業者提案書に

基づき市と協議し、市の承諾を得た上で業務内容を確定させ、維持管理業務計画書及び運営業務計画書

に記載した上で市の承認を得なければならない。維持管理業務計画書及び運営業務計画書の内容を変

更しようとするときも、同様とする。 

 

（維持管理及び運営業務に関する第三者の使用） 

第５１条  事業者は、維持管理及び運営業務を維持管理企業及び運営企業に委託する。ただし、事業者

は、事業者提案書の記載に基づき、維持管理企業又は運営企業に委託することとしない維持管理及び運

営業務の一部を直接、第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

２ 事業者は、維持管理及び運営業務を行うにあたって、前項ただし書の規定により第三者を使用する場

合は、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。当該第三者が更に別の第三者を使用する場

合においても、同様とする。 

３ 維持管理及び運営業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、維持管理

及び運営業務に関して事業者が直接又は間接に使用する第三者の行為は、全て事業者の行為とみなし、

当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うも

のとする。 

 

（維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出） 

第５２条  事業者は、公共施設の維持管理及び運営業務に関する本事業契約上の義務を履行するために

必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。 

２ 市は、事業者の要請があった場合において、必要があると認めるときは、前項の許認可の取得及び届

出のために必要な協力を行うものとする。 

３ 事業者は、市の要請があったときは、公共施設の維持管理及び運営業務に関して市の取得すべき許認

可及び届出のために必要な協力を行うものとする。 

 

第２節 維持管理及び運営業務の履行の報告 

（維持管理及び運営業務に係る業務報告書の提出） 

第５３条  事業者は、要求水準書等に従って、公共施設の維持管理及び運営業務の履行に係る日報、月

報、四半期報及び年度総括報を作成の上、月報及び四半期報にあってはその対象とする月又は四半期を

終了した日の翌日から起算して１０日を経過する日まで、年度総括報にあってはその対象とする事業

年度の末日の翌日から起算して６０日を経過する日までに、市に提出しなければならない。この場合に

おいて、これらの日が市の休日である場合は、その翌日以後の市の休日でない最初の日とする。 

２ 事業者は、指定期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブル

が発生した場合又は利用者等からの苦情、要望等があった場合は、適切な対応をとるとともに、これら
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の内容及びとった対応を記載した報告書を速やかに市に提出しなければならない。 

３ 事業者は、前項の報告書の提出後、その対応の全てを完了した場合には、その顚末書を速やかに作成

し、当該顚末書を作成した月の月報と合わせて、これを市に提出しなければならない。 

 

第３節 維持管理及び運営業務の変更等 

（維持管理及び運営業務の変更） 

第５４条  市は、維持管理及び運営業務に関する業務水準の変更について、合理的な理由により必要が

あると認めるときは、事業者に対して、事業者提案書における提案内容の範囲内で、変更内容を記載し

た書面の交付により業務水準の変更を求めることができる。 

２ 事業者は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面に記載の業務水準の変更の要否及び本事業の

実施に与える影響を検討し、速やかに、市に対してその検討結果を通知しなければならない。 

３ 市は、前項の検討結果を踏まえて、業務水準の変更の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。 

４ 事業者は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る決定に従うものとする。 

５ 第１項から前項までの規定に従い業務水準の変更を行った場合において、当該変更により維持管理

及び運営業務の実施に増加費用が発生したときの当該増加費用の負担については、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 第１項の合理的な理由が市の責めに帰すべき事由によるものである場合 事業者は、増加費用の

額及びその内訳に、これを証する書類を添えて市に請求する。市は、事業者と協議の上、当該増

加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。 

(２) 第１項の合理的な理由が事業者の責めに帰すべき事由によるものである場合 事業者が負担す

る。 

６ 第１項から第４項までの規定に従い業務水準の変更を行った場合において、本事業契約に基づく事

業者の業務に係る費用が減少したときの第８章の規定に基づいて支払われるサービス対価については、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 法令変更による場合 第８１条の規定による。 

(２) 不可抗力による場合 第８３条の規定による。 

７ 第１項の規定にかかわらず、市が事業者提案書における提案内容の範囲を超えて業務水準の変更の

提案を行う場合の当該変更の決定には、事業者の承諾を要するものとする。 

８ 第１項及び第２項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第１項中「事業者提案書に

おける提案内容の範囲内で、変更内容」とあるのは「変更内容」と読み替えるものとする。 

９ 市は、前項の規定により準用する第２項の検討結果を踏まえ、業務水準の変更について事業者と協議

を行うものとする。 

１０ 事業者は、前項の協議の結果、第７項の承諾を行うときは、市に対してその旨通知する。 

１１ 第９項の協議により事業者が業務水準の変更を承諾した場合において、維持管理及び運営業務の

実施に増加費用が発生したときは、市が当該増加費用を負担するものとする。 

１２ 第７項から前項までの規定による業務水準の変更に係る維持管理及び運営業務の再委託及びその

第三者の使用責任は、第５１条の規定による。 

 

第６章 自主事業 

（自主事業） 

第５５条  事業者は、指定期間中、要求水準書等の定め及び事業者提案書に基づき、コミュニティ施設に

おいて、自らの責任と費用において実施する事業（以下「自主事業」という。）を実施することができ

る。 

２ 事業者は、自主事業の実施に当たり、事前に市に実施計画書を提出し、その承認を得なければならな

い。 
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（費用負担及び収入） 

第５６条  自主事業の実施に要する一切の経費は、全て事業者の負担とする。 

２ 自主事業の実施により得られる収入は、事業者の収入とする。 

３ 事業者が自主事業の実施のためにコミュニティ施設の全部又は一部を使用する場合（設置管理条例

の規定によりコミュニティ施設の使用料を自ら負担する場合を除く。）に市に納付すべき使用料は、下

関市行政財産使用料条例（平成１７年条例第９１号）の規定に基づき、算出する。 

 

（実施期間、実施日時等） 

第５７条  事業者による自主事業は、コミュニティ施設の維持管理及び運営業務に支障がない場合に実

施することができる。 

２ 事業者は、自らの責任により自主事業の実施期間若しくは実施日時又は営業日若しくは営業時間そ

の他自主事業の実施に関する事項について定めることができる。この場合において、市は、当該実施期

間若しくは実施日時又は営業日若しくは営業時間について、必要に応じて事業者と調整を行うことが

できる。 

 

（自主事業に係る料金） 

第５８条  自主事業に係る料金は、事業者自らが設定するものとする。この場合において、事業者は、当

該自主事業が市の設置するコミュニティ施設で実施する事業であることに配慮して設定するものとす

る。 

２ 市は、自主事業の料金について、適宜事業者から報告を求め、必要に応じて当該料金の設定に関し、

事業者に指導し、調整を行うことができる。 

 

（自主事業の変更） 

第５９条  事業者は、自主事業の開始後、第５５条第２項の承認を受けた実施計画書を変更しようとす

るときは、その変更に係る計画書を市に提出し、市の承認を得ることにより、自主事業の内容を変更す

ることができる。 

 

（自主事業の終了） 

第６０条  事業者は、採算の悪化その他の理由により自主事業の継続が困難となったときは、市に通知

し、実施期間又は運営期間の終了前における自主事業の終了について、市と協議を行うものとする。 

 

第７章 モニタリング 

（モニタリング） 

第６１条  事業者は、自らの費用負担において、本件業務の業務水準を確保するために、セルフモニタリ

ングを実施しなければならないものとし、市は、事業者が実施したセルフモニタリングの結果をもと

に、市が自らの費用負担において実施するモニタリングを行う。 

２ 市が実施したモニタリングの結果、公共施設に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準が客

観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は事業者に対し、改善要求措置その他相

当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨を勧告する。この場合において、事業者に対し、相当の期間

を定めて是正策の提出及び当該是正策の実施を求めることができる。 

３ 事業者は、前項の規定により是正勧告を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに市に対し、

当該勧告に対する対応状況を報告するとともに、第５３条第１項に規定する四半期業務報告書におい

ても報告しなければならない。 

４ 市は、事業者が第２項の規定により是正勧告を受けた場合において、合理的な理由なく、市の定めた

期間内に改善しないときは、別紙６に定める公共施設の維持管理及び運営業務に関するサービス対価
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の全部又は一部について、別紙４に規定する方法に基づき減額を行うことができる。この場合におい

て、市は、業務検査確認の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額すべき金額を事業者に通

知するものとする。 

５ 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、公共施設に係る性能基準、第５章に規定す

る維持管理及び運営業務、事業者提案書の内容の全部又は一部について何らの責任を負担するもので

はない。 

 

第８章 本事業に係る対価の支払 

（施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価の支払） 

第６２条  市は、第３章及び第４章に規定する施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価を別

紙６に定めるところにより、事業者に対し支払うものとする。 

２ 第３章及び第４章に規定する施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価の構成、支払金額、

支払スケジュール及び支払方法は、別紙６に定めるとおりとする。 

 

（施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価の改定） 

第６３条  前条に規定する施設整備業務に係るサービス対価のうち割賦手数料は、別紙 7 に定める算定

方法により改定されるものとする。 

 

（維持管理及び運営業務に係るサービス対価の支払） 

第６４条  市は、維持管理及び運営業務に係るサービス対価を別紙６の定めに従って、事業者に支払う

ものとする。ただし、第４１条に規定する供用開始時が遅延した場合は、当該遅延期間に応じて各事業

年度の支払額について見直しを行う。 

 

 

（維持管理及び運営業務に係るサービス対価の改定） 

第６５条  維持管理及び運営業務に係るサービス対価は、物価の変動に応じて、別紙８に定める算定方

法に従って改定するものとする。 

 

（維持管理及び運営業務に係るサービス対価の返還） 

第６６条  市は、事業者から提出された業務報告書等若しくは市への支払請求書等に虚偽の記載がある

こと、又はモニタリングに際して事業者の行う説明において真実との不一致があること（以下「不実等」

という。）が判明した場合には、当該不実等があれば市が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務

のサービス対価の相当額について、サービス対価の支払を行わないものとする。 

２ 事業者は、不実等により受領した過払いのサービス対価の相当額又は不実等があれば事業者が減額

し得たサービス対価の相当額に、第９４条第 2 項の規定による遅延利息を付して市に返還しなければ

ならない。 

 

第９章 事業者の経営状況の報告等 

（事業者の経営状況に係る報告） 

第６７条  事業者は、別紙２日程表に定める期間中、毎事業年度の財務書類（決算報告書及び監査報告書

等）を作成し、会計年度の末日の翌日から起算して３月以内の日までに、公認会計士又は監査能力のあ

る第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写し及び年間業務報告書を市に提出し、市に監査

報告を行わなければならない。この場合において、本件業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年

３月３１日までとする。 
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（事業者の経営状況に対する市のモニタリング） 

第６８条  市は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認

める場合は、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。 

２ 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合は、速やかに財務状況改善計画書を市に提出し、そ

の確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。 

 

第１０章 事業内容等の変更 

（事業内容等の変更） 

第６９条  市及び事業者は、経済事情の変動、利用者数の変動、事業者の収支状況の変化等、合理的理由

がある場合には、用途変更等を含む事業内容等の変更について協議を行うことができる。 

２ 前項の協議の結果、市及び事業者の合意に至った場合には、当該事業内容等を変更することができる

ものとする。この場合において、市は、当該事業内容等の変更に必要な追加費用の負担について、事業

者と協議するものとする。 

 

第１１章 契約の終了 

（事業者の債務不履行等による契約解除） 

第７０条  市は、契約期間において、事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、本

事業契約を解除することができる。 

(１) 事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、３０日間以上にわたりその状態が継続したとき。 

(２) 事業者が、別紙２日程表に定める本件業務開始日を過ぎても本件業務を開始せず、市が相当の期

間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対し市が満足し得る合理的

説明がなされないとき。 

(３) 事業者の責めに帰すべき事由により別紙２日程表に定める期間内に公共施設の工事を完成する

見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。 

(４) 事業者又は構成員のいずれかに係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別

清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者又は当該構成員の取締役会でその申立

てを決議したとき、又は第三者（事業者又は当該構成員の取締役を含む。）によりその申立てがな

されたとき。 

(５) 事業者が、市に対して虚偽の報告を行ったとき。 

(６) 事業者が、本事業契約に定める義務に違反し、市が第６１条第２項に規定する改善要求措置その

他相当の期間を定めて当該違反を是正すべき旨の勧告を行ったにもかかわらず、当該期間内に当

該違反が是正されなかったとき。 

(７) 事業者又は構成員のいずれかが、基本協定書第７条第５項若しくは第６項の事由に該当するとき、

又は本事業契約に関して重大な法令違反を行ったとき（談合等の不正行為により、私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）、刑法（明治４０年法律第４５号）

等に違反した場合を含むが、これに限らない。）。 

(８) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、若しくは第１２章の表明・保証が真

実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと市が認めた

とき、又は事業者若しくは構成員のいずれかの財務状況の著しい悪化その他各構成員のいずれか

の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると市が認めたとき。 

２ 事業者が市に対し公共施設を引き渡す前に前項の規定により本事業契約が解除された場合には、市

は事業者に対し指名停止等の措置を講じるものとし、事業者は別紙６に定める施設整備業務及び開業

準備業務に係るサービス対価に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額の１０パーセントに相

当する金額を違約金として市に支払わなければならない。ただし、市が第７８条に規定する契約保証金

を受領し、又は銀行等による保証債務の履行を受けた場合には、当該受領金等を違約金に充当する。 
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３ 市は、公共施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を出来形部分の評

価額（新たな事業者が出来形を引き継いで本事業を完了させるために市において要する一切の費用（事

業者以外の者に発注することに要する手続費用を含む。）を、本件業務に係るサービス対価から控除し

た残額）に相当するサービス対価を支払い、出来形部分の引渡しを受けることができる。この場合にお

いて、市は、当該出来形部分の評価額と前項の違約金を対当額で相殺することにより決済することがで

きるものとする。 

４ 市は、前項に規定する相殺後の出来形部分を、市の選択により、一括払又は分割払により支払うもの

とし、市と事業者は、分割払の場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。 

５ 前項の場合において、市が被った損害の額が第２項の違約金の額を超過する場合は、市は、当該超過

した額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、市が公共施設の出来形部分の引き渡しを受

ける場合には、当該出来形部分の評価額と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済す

ることができる。 

６ 第２項の場合において、市が公共施設の出来形部分の引渡しを受けない場合、事業者は、自らの費用

と責任により、本事業の実施場所を原状回復した上で市に明け渡さなければならない。事業者が、本項

に従い速やかに原状回復を行わないときは、市は事業者に代わって原状回復を行うことができ（ただし

市はかかる義務を負わない。）、事業者はこれに対し異議を申し出ることができず、市はこれに要した費

用を事業者に求償することができる。 

７ 事業者から市に対する公共施設の引渡し後に、第１項の規定により本事業契約が解除された場合、市

は事業者を指名停止等の措置を講じるものとし、事業者は、維持管理期間開始日の属する年の翌年度１

年分の維持管理及び運営業務に係るサービス対価に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額の

１０パーセントに相当する金額を違約金として支払う。この場合において、市が被った損害の額が違約

金の額を超過する場合は、市は、当該超過した額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。 

８ 事業者から市に対する公共施設の引渡し後に、第１項の規定により本事業契約が解除された場合、当

該解除の効力は将来に向かってのみ生じ、当該解除時点までに生じた権利関係（公共施設の帰属を含む

がこれに限らない。）は当該解除により影響を受けないものとする。 

９ 前各項の規定により事業者が違約金支払義務又は損害賠償義務を負担する場合において、同一の事

由により構成員が基本協定書により違約金支払義務又は損害賠償義務を負担する場合には、その範囲

で事業者の債務と構成員の債務とは連帯債務になるものとする。 

 

（市の債務不履行による契約解除） 

第７１条  事業者は契約期間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通

知の後３０日以内に当該違反を是正しない場合は、市に対し書面で通知することにより本事業契約を

解除することができる。 

２ 事業者が市に対し公共施設を引き渡す前に前項の規定により本事業契約が解除された場合で、公共

施設の出来形部分が存在するときは、市は、これを検査の上、検査に合格した部分の引渡しを受けるも

のとする。この場合において、市は、当該出来形部分に相応し事業者が要した費用を、市の選択により、

一括払又は分割払によって支払うものとし、市及び事業者は、分割払の場合の金利及び支払スケジュー

ルについて協議を行う。 

３ 市は、前項の規定により本事業契約が解除された場合には、事業者に対し、当該解除により事業者が

被った損害及び合理的な増加費用（事業者の責めに帰すべき事由に起因するものを除く。）を賠償する。 

４ 前条第８項の規定は、本条の解除に準用する。 

 

（任意解除権の留保） 

第７２条  市は、理由のいかんを問わず、１８０日以上前に事業者に対し通知した上で、本事業契約を解

除することができる。ただし、既に公共施設が市に引渡し済みであるときは、市は、事業者が履行済み

の部分については解除することができないものとし、事業者に対し、第６２条の規定により施設整備業
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務及び開業準備業務に係るサービス対価と第６４条の規定による維持管理及び運営業務に係るサービ

ス対価のうち履行済みの維持管理及び運営業務に係るサービス対価を解除前の支払スケジュールどお

りに支払うものとする。 

２ 事業者は、公共施設が市に引き渡される前に、前項の規定により本事業契約を解除した場合には、速

やかに本事業の実施場所を全て工事着工前の原状に復した上、市に返還する。この場合において、市は、

事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担

方法については事業者と協議し、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求す

るものとする。 

３ 公共施設が市に引き渡される前に、第１項の規定により本事業契約が解除された場合に、市が事業者

に対して、本事業の実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわら

ず、事業者は、本事業の実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市

は、事業者に対し、当該出来高に応じた設計・建設・工事監理業務に係る対価を契約解除前の支払スケ

ジュールどおりに支払うものとする。 

 

（法令変更による契約解除） 

第７３条  市は、契約期間において、本事業契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が

困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、事業者と

協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。ただし、市に対する公共施設の引渡しの前に本

条の規定により本事業契約が解除された場合で、公共施設の出来形部分が存在する場合は、市は、これ

を検査の上、その全部又は一部の引渡しを受ける。この場合において、市は、当該出来形部分に相応す

る事業者が要した費用を、市の選択により、一括払又は分割払によって支払うものとし、市及び事業者

は、分割払の場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。 

２ 第７０条第８項の規定は、本条の解除に準用する。 

 

（不可抗力による契約解除） 

第７４条  市は、契約期間において、本事業契約の締結後における不可抗力により、市が本事業の継続が

困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、事業者と

協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。ただし、市に対する公共施設の引渡しの前に本

条の規定により本事業契約が解除された場合で、公共施設の出来形部分が存在する場合は、市は、これ

を検査の上、その全部又は一部の引渡しを受ける。この場合において、市は、当該出来形部分に相応す

る事業者が要した費用を、市の選択により、一括払又は分割払によって支払う。市及び事業者は、分割

払の場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。 

２ 第７０条第８項の規定は、本条の解除に準用する。 

 

（事業関係終了に際しての処置） 

第７５条  事業者は、本事業契約が終了した場合において、本事業の実施場所又は公共施設に事業者が

所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置

について、市の指示に従わなければならない。 

２ 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当な期間内に当該の処置につき市の指示に従わな

いときは、市は、事業者に代わって処分し、修復し、片付けその他の適当な処置を行うことができる。

この場合において、事業者は、市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市が当該処置に

要した費用を負担する。 

３ 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に

対し、要求水準書等に従って事業期間終了時の措置を行うとともに、市が公共施設を維持管理するため

に必要な資料を全て引き渡さなければならない。 
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（終了手続の費用負担） 

第７６条  本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定

めがある場合を除き、事業者がこれを負担する。 

 

第１２章 表明・保証及び誓約 

（事実の表明・保証及び誓約） 

第７７条  事業者は、市に対し、本事業契約の締結日現在において、自らにつき次の各号に掲げる事実を

表明し、保証する。 

(１) 事業者が日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自らの財産

を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を

有していること。 

(２) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本事

業契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の内部規則上要求されている一切の手続

を履践したこと。 

(３) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令及び事業者の

内部規則に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に

違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。 

(４) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力のある事業者の債務を構成し、本事業契約

の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。 

２ 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号に掲げる事項を市に対して

誓約する。 

(１) 本事業契約を遵守すること。 

(２) 事業者は、市の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位及び権利義務並びに本事業等

について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供

その他の処分をしないこと。 

３ 市が前項第２号の承諾を与える場合には、次の各号に掲げる条件を付すことができる。 

(１) 市が、本事業契約の内容について必要な変更を行うこと。 

(２) 市が事業者に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権（違約金請求権及び損害賠償請求権を含

む。）を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に係る対価から控除できること。 

(３) 譲渡その他担保権の設定を受けた者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通

知すること。 

(４) 市の事前の書面による承諾なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会

社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。 

 

第１３章 契約保証金等 

（契約保証金等） 

第７８条  事業者は、契約保証金として、次の各号に掲げる金額を市に納付しなければならない。 

(１) 別紙６支払金額等１．契約金額及びその内訳(１)施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス

対価に記載する①施設整備業務費に関する対価の１０パーセント相当額以上の金額 

(２) 別紙６支払金額等１．契約金額及びその内訳(２)維持管理及び運営業務に係るサービス対価に記

載する引渡日の属する年の翌年度に係る維持管理及び運営業務に係るサービス対価の１年間に

相当する対価の１０パーセント相当額以上の金額 

２ 前項各号の契約保証金の納付時期は、本事業契約が本契約として成立したときと同時とする。 

３ 第１項の規定により納付された契約保証金は、次の各号に掲げる契約保証金の種類に応じ、当該各号

に定める時に事業者の請求に基づき速やかに返還する。 

(１) 第１項第１号の契約保証金 市への引渡しの後 
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(２) 第１項第２号の契約保証金 本事業契約の終了後 

４ 事業者は、第１項の契約保証金の納付に代えて、市の認める有価証券を担保として市に提供すること

ができる。 

５ 事業者が設計企業、建設企業及び工事監理企業に対し、本事業契約の履行を保証する市を被保険者と

する履行保証保険に加入させ、その保険証券を市に提出させたとき、又は本事業契約による債務の不履

行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結させ、

その保証契約書を市に提出させたときは、市は、第１項第１号に掲げる契約保証金の納付を免除する。

この場合において、当該保証金額は、同号に掲げる金額とする。 

６ 事業者が、維持管理企業及び運営企業に対し、本事業契約の履行を保証する市を被保険者とする履行

保証保険に加入させ、その保険証券を市に提出させたとき、又は本事業契約による債務の不履行により

生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結させ、その保

証契約書を市に提出させたときは、市は、第１項第２号に掲げる契約保証金の納付を免除する。この場

合において、当該保証金額は、同号に掲げる金額とする。 

７ 第５項及び前項の履行保証保険は、毎年度の始期までに更新された保険によることもできるものと

する。この場合において、新たな履行保証保険証券が発行される場合は、事業者は当該発行後速やかに

市に提出しなければならない。 

８ 市は、第１項の規定により納付された保証金、第４項の規定により契約保証金の代わりに市に提供さ

れた有価証券、第５項及び第６項の規定により加入された履行保証保険の受領済保険金並びに第５項

及び第６項の規定により締結された保証契約の受領済保証金を、事業者の本事業契約の債務不履行に

基づく損害金、本事業契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。市がかかる充当を

行った場合で、かつ、本事業契約の全部解除がなされていない場合、事業者は、充当の通知を受けた日

から 7日以内に、保証金又は有価証券を、本条の規定する額まで補填するものとする。 

 

第１４章 付保すべき保険等 

（付保すべき保険等） 

第７９条  事業者は、自らの費用負担の下に、最低限、別紙５付保する保険表１建設期間中の保険に掲げ

る保険に加入し、構成員を当該保険に加入させなければならない。この場合において、事業者又は構成

員は、当該保険の保険契約の締結後速やかに、市に対し、当該保険証券を提示するとともに、原本の写

しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。 

２ 事業者は、自ら又は構成員の保険契約を維持しなければならない。 

３ 市は、事業者又は構成員が第１項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締

結することができる。この場合において、市は事業者に対し、当該保険の保険料及び保険契約締結に要

した費用の全部を請求することができる。 

４ 保険金の請求は、第１項の場合は事業者又は構成員が、前項の場合は市が行うものとし、市及び事業

者は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。 

５ 市、事業者又は構成員が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生

原因となった事由により生じた増加費用又は損害のうち、市が負担すべき増加費用又は損害の額から

控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき増加費用又は損害の

額から控除する。 

 

第１５章 法令変更 

（通知の付与及び協議） 

第８０条  事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、要求水準書等、事業者提

案書若しくは設計書類等に従い公共施設の建設ができなくなった場合又は要求水準書等若しくは事業

者提案書で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を、直ちに
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市に対し通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に

基づく自らの義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行

期日における当該義務の履行義務を免れるが、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にする

よう努力しなければならない。 

２ 市が事業者から前項の規定による通知を受領したときは、市及び事業者は、当該法令変更に対応する

ために、速やかに公共施設の設計及び建設、別紙２日程表、事業契約等の変更について協議する。 

３ 前項の規定による協議にかかわらず、協議開始の日から３０日以内に事業契約等の変更について合

意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い

本事業を継続する。 

 

（法令変更による増加費用・損害の扱い） 

第８１条  法令変更により、本事業につき、事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合は、当該

増加費用又は損害の負担は、別紙９に定めるところによる。この場合において、事業者は、当該増加費

用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。 

 

第１６章 不可抗力 

（通知の付与及び協議） 

第８２条  事業者は、不可抗力により、要求水準書等、事業者提案書若しくは設計書類等に従い公共施設

の建設ができなくなったとき、又は要求水準書等若しくは事業者提案書で提示された条件に従って本

事業契約を履行できなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面により、直ちに市に対し通知し

なければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力による履行不能

の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとし、市及び事業者は、

当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に対応措置をとり不可抗力によ

り相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

２ 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速や

かに公共施設の設計及び建設、別紙２日程表、事業契約等の変更について協議する。 

３ 前項の規定による協議にかかわらず、協議開始の日から３０日以内に事業契約等の変更について合

意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い

本事業を継続する。 

 

（不可抗力による増加費用・損害の扱い） 

第８３条  不可抗力により、本事業につき、事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増

加費用又は損害の負担は、別紙１０に定めるところによる。この場合において、事業者は、当該増加費

用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。 

 

第１７章 雑則 

第１節 著作権等 

（提出書類の著作権等） 

第８４条  市は、要求水準書等に定める事業者の提出書類及び公共施設について、市の裁量により無償

利用(第３項各号に掲げるところにより利用することを含む。）をする権利及び権限を有し、その利用の

権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。 

２ 前項の要求水準書等に定める提出書類及び公共施設が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第

１項第１号に定める著作物に該当する場合には、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利の帰

属は、同法の定めるところによる。 
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３ 前項の規定にかかわらず、事業者は、市が要求水準書等に定める事業者の提出書類及び公共施設を次

の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者（市を

除く。以下本条において同じ。）をして、著作権法に定める権利（同法第１９条第１項及び第２０条第

１項に定める権利を含む。）を行使し、又は行使させてはならない。 

(１) 要求水準書等に定める事業者の提出書類又は公共施設の内容を公表すること。 

(２) 公共施設の対外的な説明、改修、修繕等、本事業に関して必要な範囲で、市及び市の委託する第

三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。 

(３) 公共施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 

４ 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あら

かじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。 

(１) 第２項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡、担保提供その他の方法で処分し、又は承継させる

こと。 

(２) 要求水準書等に定める事業者の提出書類及び公共施設の内容を公表すること。 

(３) 公共施設に事業者又は著作者の実名又は変名を表示すること。 

５ 事業者は、自ら又は著作者が前項第１号の規定により著作権を第三者に譲渡し、又は承継させる場

合、当該第三者に、前２項に掲げる義務を負わせなければならない。 

 

（著作権その他の権利の侵害の防止） 

第８５条  事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害

しないことを、市に対して保証する。 

２ 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三

者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担

し、又は必要な措置を講ずる。この場合において、著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠

償を行い又は費用を負担したとき（ただし、市は、いかなる場合においても、事業者に代わって当該損

害の賠償を行い及び費用を負担する義務を負わない。）は、事業者は、市に対し、当該損害の賠償及び

費用の全額を補償する。 

 

（特許権等の使用） 

第８６条  事業者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に

関する一切の責任（ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を

含むが、これらに限らない。）を負わなければならない。ただし、市が市及び事業者以外の第三者の知

的財産権の対象となっている事業手法、工事材料、建設方法等を指定した場合において、要求水準書等

に当該第三者の産業財産権の対象である旨の明示がなく、かつ構成員も当該第三者の知的財産権の対

象であることを知らなかったときに限り、市はその使用に関する責任を負う。 

 

第２節 その他 

（関連工事の調整） 

第８７条  事業者は、事業者が建設する工事及び市が第三者に発注した別途工事が建設上関連する場合

においては、市を通じ、当該別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。 

 

（事由の複合による追加費用又は損害の負担） 

第８８条  本事業契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因

して、市及び事業者に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由
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ごとに、当該変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分した上で、各変更事由に定める市及び事

業者の負担割合を適用し、市、事業者がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。 

 

（公租公課の負担） 

第８９条  本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、本事業契約に別

段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、市は、事業者に対して本事業に係るサービス対価

並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公

課について、本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。ただし、本事業契約締結時点で市

及び事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合には、その負担につ

いては、別紙９に定めるところによる。 

 

（協議） 

第９０条  本事業契約において、両当事者による協議が必要となる事由が発生した場合、市及び事業者

は、速やかに協議の開催に応じなければならない。 

２ 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本事業契約の解釈に関して疑義

が生じた場合、市及び事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。 

３ 市と事業者が前２項の規定により協議を行ったときは、事業者はその協議録を作成し、及び保管し、

市から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。 

４ 事業者は、市の要請があった場合には、当該要請に応じて第１項及び第２項の協議に構成員を出席さ

せる義務を負う。 

 

（融資機関との協議） 

第９１条  市は、本事業に関し、事業者に融資する金融機関との間において、市が本事業契約に基づき事

業者に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際等の当該金融機関への事前通知、当該金融機関の設

定する担保に関する必要な事項及び市と当該金融機関の協議に関する事項等につき直接協定を定める

ことができるものとする。 

 

（秘密保持） 

第９２条  市及び事業者は、互いに本事業に関し知り得た相手方の秘密情報を構成員自ら若しくは相手

方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しくはコンサ

ルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行の目的以外の目的に使用してはならない。ただ

し、次の各号に掲げる情報であって、市又は事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。 

(１) 開示の時点で公知である情報 

(２) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

(３) 開示の後に市又は事業者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 

(４) 市及び事業者が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情

報 

(５) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明できる

情報 

２ 事業者は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、下関市個人情報

保護条例（平成１７年条例第４５９号）その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を遵守し、本

事業の本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏えいしてはならな

い。 

３ 事業者は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、下関市個人情報保護条例及び市の定めるそ

の他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。 

４ 事業者は、本事業契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合
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は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を負わせるものとし、当該第三者に対し、本条の

義務と同等以上の義務を遵守させるものとする。 

５ 事業者若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は事業者若し

くは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、

市が損害を被った場合、事業者は、市に対しその損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をと

らなければならない。 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第９３条  本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、

申出、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除（以下「通知等」という。）は、

他の方法によることにつき、市と事業者で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。こ

の場合において、市及び事業者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。 

２ 本事業契約の履行に関し、市と事業者の間で用いる計量単位は、設計書類等に特別の定めがある場合

を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによる。 

３ 期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定

めるところによる。 

４ 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

 

（遅延利息） 

第９４条  市が、本事業契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき、履行すべき日の翌日（同

日を含む。）から当該金銭債務の支払が完了した日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ、当該未払

発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和２４年大蔵省告示第９９１号）を乗じ

て計算した金額を事業者に支払わなければならない。 

２ 事業者が、本事業契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日（同日を

含む。）から当該金銭債務の支払が完了した日（同日を含む。）までの期間の日数に応じ、当該未払発生

時における国の債権に関する遅延利息の率（昭和３２年大蔵省告示第８号）を乗じて計算した額の遅延

利息を市に支払わなければならない。 

 

（下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項） 

第９５条  本事業契約に関する下関市暴力団排除条例（平成２３年条例第４２号）による措置について

は、別紙１１下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおりとする。 

２ 前項の規定により、事業者が第三者との契約の解除を行った場合の一切の責任は、事業者が負うもの

とする。 

３ 第１項又は前項の規定により本事業契約の解除がなされた場合は、第７０条第１項第７号により本

事業契約の解除がなされたものとして取り扱うものとする。  

 

（本事業契約の契約内容） 

第９６条  市と事業者は、本事業につき、本事業契約と共に、実施方針等、入札説明書等、要求水準書等、

事業者提案書の定めは、全て本事業契約の契約内容を構成することを確認する。 

  

（準拠法） 

第９７条  本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

 

（合意管轄裁判所） 
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第９８条  本事業契約に関する一切の紛争については、市の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とする。 

 

（契約の確定等） 

第９９条  下関市議会の議決が得られなかったときにおいても、事業者は、市に対し、損害賠償の請求そ

の他一切の請求を行わないものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第１００条  本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本事業契約の解釈に

関して疑義が生じたときは、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。 

 

 

（以下余白）
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別紙１ 用語の定義 

(１)「本事業」とは、市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成１１年法律第１１７号）に基づき、特定事業として選定した下関市安岡地区複合施設整備

事業をいう。 

(２)「事業契約書等」とは、安岡地区複合施設整備事業仮事業契約書及びこの約款並びに本事業

契約の成立以後に本事業に関して行った、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。 

(３)「実施方針等」とは、令和３年６月２５日に市が公表した下関市安岡地区複合施設整備事業

実施方針及び公表後に当該下関市安岡地区複合施設整備事業実施方針に関して受け付けた

質問に対する市の回答をいう。 

(４)「入札説明書等」とは、令和３年１０月８日に市が公表した下関市安岡地区複合施設整備事

業入札説明書及び入札公告後に当該下関市安岡地区複合施設整備事業入札説明書に関して

受け付けた質問に対する市の回答をいう。 

(５)「要求水準書等」とは、令和３年１０月８日に市が公表した下関市安岡地区複合施設整備事

業要求水準書、その添付資料及び閲覧資料並びに入札公告後に当該下関市安岡地区複合施設

整備事業要求水準書に関して受け付けた質問に対する市の回答をいう。 

(６)「事業者提案書」とは、事業者が市に提出した提案書及び市との交渉時に提出された提案図

書による提案をいう。 

(７)「設計図書等」とは、事業者が作成する基本設計及び実施設計に係る一切の書類をいう。 

(８)「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、実施方針等、事業者

提案書及び設計図書等をいう。 

(９)「施工計画書」とは、事業者が契約関係書類に基づき建設業務を実施するために作成する建

設業務の計画書で詳細工程表を含むものをいう。 

(１０) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイド

ライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切

の規定・判断・措置等を指す。 

(１１) 「基本協定書」とは、本事業に関して令和４年●月●日付けで市と落札者である代表企

業、構成企業及び協力企業との間で締結された下関市安岡地区複合施設整備事業基本協定書

をいう。 

(１２) 「サービス対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙 6 に従って市が事

業者へ支払う対価をいう。 

(１３) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害

又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、

通常、予見可能な範囲外のもの（要求水準書等及び事業契約書等で水準が定められている場

合にはその水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避

できない第三者による損害を含む。）などであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰す

ことのできないものをいう。ただし、法令変更は、「不可抗力」には含まれない。 

(１４) 「利用料」とは、設置管理条例及び規則に基づく、公の施設の利用に係る料金をいい、

その金額は、規則に定める範囲内で、市と事業者とが毎年度締結する指定管理者年度協定書

にて定めるものとする。 

(１５) 「施設整備業務」とは、次の各業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案

書に定めるとおりとする。 

ア 事前測量・調査業務（市が提示した調査以外に事業者が必要とする場合） 

イ 施設整備に伴う各種申請業務（開発行為の許可、建築確認申請等） 

ウ 市が行う交付金申請の協力業務  

エ 基本設計・実施設計業務 
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オ 現安岡公民館及び園芸センター解体・撤去業務  

カ 市道拡幅整備業務（民地買収及び補償についての交渉及び事務は市にて行う。）  

キ 建設業務  

ク 公園整備業務  

ケ 工事監理業務  

コ 備品の調達・設置業務  

サ 施設の引渡業務  

シ その他施設整備業務の実施に伴い必要となる業務 

(１６) 「建設業務」とは、「施設整備業務」のうち、次の業務をいい、その詳細は、要求水準書

等及び事業者提案書に定めるとおりとする。 

ア 施設整備に伴う各種申請業務（開発行為の許可、建築確認申請等） 

イ 市が行う交付金申請の協力業務  

ウ 現安岡公民館及び園芸センター解体・撤去業務  

エ 市道拡幅整備業務（民地買収及び補償についての交渉、事務は市にて行う。）  

オ 建設業務  

カ 公園整備業務  

キ 備品の調達・設置業務  

ク その他施設整備業務の実施に伴い必要となる業務 

(１７) 「建設企業」とは、【建設企業名】をいう。 

(１８) 「工事監理企業」とは、【工事監理企業名】をいう。 

(１９) 「設計企業」とは、【設計企業名】をいう。 

(２０) 「維持管理企業」とは、【維持管理企業名】をいう。 

(２１) 「運営企業」とは、【運営企業名】をいう。 

(２２) 「代表企業」とは、【代表企業名】をいう。 

(２３) 「構成企業」とは、【構成企業名】【構成企業名】【構成企業名】及び【構成企業名】をい

う。 

(２４) 「協力企業」とは、【協力企業】及び【協力企業】 をいう。 

(２５) 「構成員」とは、構成企業と協力企業を総称していう。 

(２６) 「公共施設」とは、要求水準書等及び事業者提案書において、事業者が整備する公共施

設として定められているもの（事業者が調達・設置する備品として定められているものを

含む。）をいう。 

(２７) 「業務水準」とは、要求水準書及び事業者提案書にて定められた、事業者が本件業務を

行うに際して最低限達成すべき業務の水準をいう。 

(２８) 「コミュニティ施設」とは、要求水準書等及び事業者提案書において、コミュニティ施

設として定められた施設をいう。 

(２９) 「維持管理業務」とは、次の各業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案

書に定めるとおりとする。 

ア 建築物等保守管理業務 

イ 建築設備等保守管理業務 

ウ 都市公園保守管理業務 

エ 外構施設保守管理業務 

オ 環境衛生管理業務 

カ 都市公園植栽管理業務 

キ 清掃業務 

ク 備品保守管理業務 

ケ 警備業務 
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コ 長期修繕計画策定業務 

サ その他公共施設の維持管理の実施に伴い必要となる業務 

(３０) 「運営業務」とは、次の各業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案書に

定めるとおりとする。 

ア 庶務業務 

イ 利用促進業務 

ウ 使用許可業務 

エ 生涯学習推進業務 

オ 園芸相談業務 

カ 実習・講習業務 

キ 展示会開催業務 

ク その他公共施設の運営に伴い必要となる業務 

(３１) 「開業準備業務」とは、次の各業務をいい、その詳細は、要求水準書等及び事業者提案

書に定めるとおりとする。 

ア 公共施設の開業準備に必要な業務として要求水準書等及び事業者提案書に定める業務 

イ 引越支援業務 

ウ 開館式典及び内覧会等の実施に係る業務 

(３２) 「本件業務」とは、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及び本事業

契約に基づき事業者が行うべき業務の一切をいう。 

(３３) 「維持管理及び運営業務」とは、維持管理業務と運営業務を総称していう。 
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別紙２ 日程表 

 

本事業契約締結までに、事業者提案書に基づき具体的な日程について定める。 

 

本事業契約締結   下関市議会の議決を経た後市が事業者に対し本事業契約成立 

   の通知により指定した日 

設計・建設期間 本契約決定通知により指定した日～令和６年１０月末日 

建設期間       実施設計業務の完了を市が確認した日～令和６年１０月末日 

開業準備期間 施設引渡し日～令和６年１２月末日 

開業日（供用開始） 令和７年１月１４日※ 

維持管理期間 施設引渡し日～令和２２年３月３１日（１５年５ヶ月） 

運営期間 令和７年１月～令和２２年３月３１日（１５年３ヶ月） 

解体・撤去期間 令和７年１月～令和７年６月末日 

 

※ 開業日（供用開始）については、施設引き渡し日までに市と事業者で協議の上決定するもの

とする。 
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別紙３ 法令の遵守 

本事業の実施に当たっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針（平成

３０年１０月２３日閣議決定）のほか、以下に掲げる関連法令（当該法律の施行令及び施行規則

等の政令、省令等を含む。）及び条例（当該条例の規則等を含む。）を遵守すること。なお、関

連法令に基づく許認可等が必要な場合は、民間事業者がその許認可等を取得すること。 

 

法令 

① 民法（明治 29年法律第 89号） 

② 労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

③ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

④ 種苗法（昭和 22年法律第 115号） 

⑤ 農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 

⑥ 消防法（昭和 23年法律第 186号） 

⑦ 建設業法（昭和 24年法律第 100号） 

⑧ 測量法（昭和 24年法律第 188号） 

⑨ 屋外広告物法（昭和 24年法律第 189号） 

⑩ 図書館法（昭和 25年法律第 118号） 

⑪ 電波法（昭和 25年法律第 131号） 

⑫ 建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 

⑬ 建築士法（昭和 25年法律第 202号） 

⑭ 文化財保護法（昭和 25年法律第 214号） 

⑮ 宅地建物取引業法（昭和 27年法律第 176号） 

⑯ 道路法（昭和 27年法律第 180号） 

⑰ ガス事業法（昭和 29年法律第 51号） 

⑱ 都市公園法（昭和 31年法律第 79号） 

⑲ 駐車場法（昭和 32年法律第 106号） 

⑳ 水道法（昭和 32年法律第 177号） 

㉑ 下水道法（昭和 33年法律第 79号） 

㉒ 道路交通法（昭和 35年法律第 105号） 

㉓ 電気工事士法（昭和 35年法律第 139号） 

㉔ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号） 

㉕ 大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号） 

㉖ 騒音規制法（昭和 43年法律第 98号） 

㉗ 都市計画法（昭和 43年法律第 100号） 

㉘ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号） 

㉙ 障害者基本法（昭和 45年法律第 84号） 

㉚ 水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 

㉛ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

㉜ 悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号） 

㉝ 警備業法（昭和 47年法律第 117号） 

㉞ 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

㉟ 振動規制法（昭和 51年法律第 64号） 

㊱ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律第 49号） 

㊲ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年法律第 48号） 

㊳ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号） 

㊴ 借地借家法（平成 3年法律第 90号） 

㊵ 環境基本法（平成 5年法律第 91号） 

㊶ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号） 
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㊷ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法令第 117

号） 

㊸ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年法律第 100号）  

㊹ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号） 

㊺ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12年法律第 127号） 

㊻ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13年法律第 64号） 

㊼ 土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号） 

㊽ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

㊾ 景観法（平成 16年法律第 110号） 

㊿ 公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17年法律第 18号） 

○51  会社法（平成 17年法律第 86号） 

○52  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号） 

○53  公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22年法律第 36号） 

○54  国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24年法

律第 50号） 

○55  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号） 

○56  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年法令第 53号） 

○57   その他関連する法令等 

 

条例 

① 山口県文化財保護条例（昭和 40年山口県条例第 10号） 

② 山口県屋外広告物条例（昭和 41年山口県条例第 41号） 

③ 山口県建築基準条例（昭和 47年山口県条例第 42号） 

④ 山口県景観条例（平成 18年山口県条例第 5号） 

⑤ 山口県環境基本条例（平成 7年山口県条例第 35号） 

⑥ 山口県福祉のまちづくり条例（平成 9年山口県条例第 1号） 

⑦ 下関市役所支所設置条例（平成 17年下関市条例第 14号） 

⑧ 下関市情報公開条例（平成 17年下関市条例第 16号） 

⑨ 下関市立図書館の設置等に関する条例（平成 17年下関市条例第 110号） 

⑩ 下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成 17年下関市条例第 198号） 

⑪ 下関市環境基本条例（平成 17年下関市条例第 205号） 

⑫ 下関市法定外公共物の管理に関する条例（平成 17年条例第 271号） 

⑬ 下関市開発行為等の許可の基準に関する条例（平成 17年下関市条例第 281号） 

⑭ 下関市都市公園条例（平成 17年下関市条例第 289号） 

⑮ 下関市下水道条例（平成 17年下関市条例第 290号） 

⑯ 下関市火災予防条例（平成 17年下関市条例第 315号） 

⑰ 下関市環境保全条例（平成 17年下関市条例第 358号） 

⑱ 下関市個人情報保護条例（平成 17年下関市条例第 459号） 

⑲ 下関市景観条例（平成 22年下関市条例第 48号） 

⑳ 下関市暴力団排除条例（平成 23年下関市条例第 42号） 

㉑ 下関市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例（平成 24年

下関市条例第 78号） 

㉒ 下関市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例（平

成 24年下関市条例第 84号） 

㉓ 下関市水道法施行条例（平成 24年下関市条例第 87号） 

㉔  下関市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成 26年下関市条例第 83号） 

㉕ その他関連する条例等 

 

適用基準 

本事業の実施に当たっては、以下の基準等と同等の性能又は仕様とすること。なお、基準等

は最新版を適用すること。 
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① 石綿障害予防規則（平成 17年厚生労働省令第 21号） 

② ガラスを用いた開口部の安全設計指針 

③ 官庁施設の環境保全に関する基準、官庁施設の防犯に関する基準 

④ 官庁施設の基本的性能基準及び同解説 

⑤ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説、建築設備耐震設計・施工指針 

⑥ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

⑦ 空気調和・衛生工学便覧 

⑧ 公園緑地工事共通仕様書 国土交通省 

⑨ 建築物解体工事共通仕様書 

⑩ 建築工事安全施工技術指針 

⑪ 建築工事監理指針、電気設備工事監理指針、機械設備工事監理指針 

⑫ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 

⑬ 建築構造設計基準及び同基準の資料 

⑭ 建築設計基準及び同解説、建築設備設計基準 

⑮ 建設副産物適正処理推進要綱 

⑯ 公共建築工事積算基準、公共建築工事標準単価積算基準、公共建築工事共通費積算基

準、公共建築工事数量積算基準、公共建築設備数量積算基準 

⑰ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編） 

⑱ 国土交通省土木工事積算基準 

⑲ 構内舗装・排水設計基準 

⑳ 消防用設備等の技術基準（全国消防長会中国支部編） 

㉑ 新型コロナ危機を契機とした新しいまちづくりの方向性 

㉒ 特定建築物定期調査業務基準 

㉓ 土木工事設計マニュアル 中国地方整備局 

㉔ 土木工事数量算出要領（案） 国土交通省 

㉕ ヒートアイランド現象緩和のための建築設計ガイドライン 

㉖ 山口県開発許可ハンドブック 

㉗ 山口県グリーン購入の推進方針 

㉘ 山口県福祉のまちづくり条例設計マニュアル 

㉙ 山口県土木工事共通仕様書 山口県土木建築部 

㉚ 下関市指定管理者制度ガイドライン 

㉛ 下関市公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針 

㉜ 下関市中高層建築物指導要綱 

㉝ 下関市行政情報セキュリティポリシー 

㉞ Wi-Fi提供者向け セキュリティ対策の手引き 

㉟ 道路構造令の解説と運用 日本道路協会 

㊱ 土木工事共通仕様書 中国地方整備局 

㊲ 土木工事設計マニュアル（第１編 共通編） 中国地方整備局 

㊳ 土木工事設計マニュアル（第３編 道路編） 中国地方整備局 

㊴ 調査・設計・測量業務等共通仕様書（及び別添） 中国地方整備局 

㊵ 国土交通省公共測量作業規定 国土交通省 

㊶ 国土交通省公共測量作業規定解説と運用 国土交通省 

㊷ 土木構造物標準設計 日本道路協会 

㊸ 道路土木要綱 日本道路協会 

㊹ 仮設構造物指針 日本道路協会 

㊺ 改訂平面交差の計画と設計（基礎編） 交通工学研究会 

㊻ 平面交差点の計画と設計（応用編） 交通工学研究会 

㊼ 路面標示設置マニュアル 交通工学研究会 
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㊽ 道路照明施設設置基準・同解説 日本道路協会 

㊾ 舗装設計施工指針 日本道路協会 

㊿ 舗装設計便覧 日本道路協会 

○51  防護柵の設置基準・同解説 日本道路協会 

○52  道路の移動円滑化整備ガイドライン 国土技術開発センター 

○53  視覚障害者誘導ブロック設置指針同解説 日本道路協会 

○54  その他関連する基準等 
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別紙４ モニタリング及びペナルティの考え方 

 モニタリングの基本的な考え方 

市は、市が支払うサービス対価に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認

することを目的として、モニタリングを行う。 

 

(1) モニタリングの項目 

市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。 

① 施設整備におけるモニタリング 

要求水準書等、事業者提案書及び設計図書等に基づき、施設整備業務が、適切に行われてい

るか、モニタリングする。施設整備におけるモニタリングは、以下の３つの視点に基づき実施

する。 

 要求水準書等及び事業者提案書に基づいた施設規模・用途を満たしているか。 

 要求水準書等に基づいた書類等が適切な時期に提出されているか。 

 要求水準書等に基づき、責任者・担当者に適任者が配置されているか。 

 

② 維持管理及び運営業務におけるモニタリング 

要求水準書等及び事業者提案書に基づき、維持管理及び運営業務が、適切に行われているか、

サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、施設の状態をモニタリングする。

維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の４つの視点に基づき実施する。 

 本来有すべき機能にて利用できる状態にあるか。 

 要求水準書等及び事業者提案書に基づいた業務が実施されているか。 

 要求水準書等に基づいた書類等が適切な時期に提出されているか。 

 要求水準書等に基づき、責任者・担当者に適任者が配置されているか。 

 

③ 自主事業におけるモニタリング 

要求水準書等及び事業者提案書に基づき、自主事業が適切に行われているかをモニタリング

する。自主事業におけるモニタリングは、以下の視点について実施する。 

 自主事業の内容が公共のコミュニティ施設で行われる事業として相応しい内容となって

いるか。 

 

(2) モニタリングの方法 

① 施設整備におけるモニタリング 

市は、施設整備業務における市自らの立会い若しくは確認、事業者から定期的に実施される

設計・建設協議会により、要求水準書等を満たしていることの確認を行う。 

 

② 維持管理及び運営業務、自主事業におけるモニタリング 

市は、維持管理及び運営業務段階、自主事業における日報、月報、四半期報及び年度総括報

を運営業務年間報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求水準書等を満たしていること

の確認を行う。さらに、市自らの立会い若しくは確認、事業者から定期的に実施される維持管

理・運営協議会により確認を行う。 
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 ペナルティの基本的な考え方 

市は、維持管理及び運営業務において、事業者が実施する業務が次のとおりペナルティの対象

となると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービス対価のうち、該

当する業務に相当する金額を減額する。 

 

(1) ペナルティ対象事象 

 事業者の責めに帰すべき事由により、公共施設の全部又は一部が本来有すべき機能にて利

用できない場合 

 事業者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合 

(2) ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービス対価の減額 

モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した場合に、市は、事業者に対して改善

勧告を行う。 

事業者は、市と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものと

する。 

ペナルティ対象の業務及び状況ごとに、市と事業者とが協議して決定した改善完了予定日

（図１参照）を経過したにもかかわらず、状況が改善されない場合には、維持管理及び運営業

務のサービス対価の減額に至るものとする。 
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図１ モニタリング及びペナルティの考え方 
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別紙５ 付保する保険 

 建設期間中に付保する保険 

事業者は、建設期間中、次に記載する保険に加入し、又は請負人等に加入させなければならな

い。 

表１ 建設期間中の保険 

保険種目 主な担保リスク 保険契約

者 

被保険者 

請負業者賠償責

任保険 

建設工事等の遂行に起因して発生し

た第三者賠償責任損害及び訴訟費用

等 

交叉責任担保、管理財物担保 

請負人 市又は事業者、請負

人若しくは下請負人 

建設工事保険 

（火災等） 

工事目的物の損害を担保（戦争･テロ･

放射能リスクを除く。） 

請負人 市又は事業者、請負

人若しくは下請負人 

（保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。） 

上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとする。 

 

 維持管理及び運営業務に付保する保険 

事業者は、維持管理及び運営業務期間中、次に記載する保険に加入し、維持管理及び運営業務

の受託者に加入させなければならない。 

 

表２ 維持管理及び運営業務期間中の保険 

 

保険種目 主な担保リスク 保険契約者 被保険者 

維持管理及び運

営業務業者賠償

責任保険 

施設の維持管理及び運営業務の遂行

に起因して発生した第三者賠償責任

損害及び訴訟費用等 

管理財物に対する賠償も担保 

維持管理及び運営

業務の受託者 

事業者、維持管

理及び運営業

務の受託者 

自主事業業者賠

償責任保険 

自主事業の遂行に起因して発生した

第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 

管理財物に対する賠償も担保 

自主事業の受託者 自主事業の受

託者 

施設管理者賠償

責任保険 

施設の瑕疵又は管理の不備等による

事故、若しくは施設内外での業務遂

行中に生じた事故による賠償責任 

事業者又は維持管

理及び運営業務の

受託者 

市又は事業者 

（保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。） 

上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとする。 
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別紙６ 支払金額等 

１．契約金額及びその内訳 

  

 契約金額 金         円 

 

ただし、本事業契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定

又は減額がなされた金額とする。その場合には、市と事業者の間で、当該内容について、書面に

よる確認を行う。 

 

【契約金額の内訳】 

(１) 施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価 

項目 金額 

施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価 円 

 ①施設整備業務費 円 

  上記の消費税及び地方消費税相当分 円 

  ア 施設整備業務費の一括支払分 円 

   上記の消費税及び地方消費税相当分 円 

  イ 割賦元本 円 

   上記の消費税及び地方消費税相当分 円 

 ②割賦手数料（割賦金利：   ％） 円 

 ③開業準備業務費 円 

  上記の消費税及び地方消費税相当分 円 

 

ただし、交付金予定額及び起債に該当する金額に変動があった場合には、当該変動を踏まえて算

定した金額を一括支払分及び割賦元本分とし、事業者に支払う。 

 

(２) 維持管理及び運営業務に係るサービス対価 

項目 金額 

維持管理及び運営業務に係るサービス対価 円 

 ①維持管理業務費 円 

  上記の消費税及び地方消費税相当分 円 

 ②運営業務費 円 

  上記の消費税及び地方消費税相当分 円 

 ③その他費用 円 

  上記の消費税及び地方消費税相当分 円 

 

 

 

 

 

 



 

41 

２．支払金額及びその内訳 

①施設整備業務及び開業準備業務に係るサービス対価の各期支払金額 

支払対象期 

各期の支払総額 

税込合計 
割賦原価 

① 

①における 

消費税及び 

地方消費税 

相当額 

② 

割賦手数料 

（非課税） 

③ 

税抜合計 

（①+③） 

令和 4

年度 

設計業務実績分      

建設完了実績分      

令和 5

年度 

設計業務完了分      

建設完了実績分      

令和 6

年度 

建設完了分      

開業準備業務費      

第 4四半期      

令和 7

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 8

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 9

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 10

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 11

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 12

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 13

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 14

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 15

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      
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支払対象期 

各期の支払総額 

税込合計 
割賦原価 

① 

①における 

消費税及び 

地方消費税 

相当額 

② 

割賦手数料 

（非課税） 

③ 

税抜合計 

（①+③） 

令和 16

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 17

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 18

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 19

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 20

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

令和 21

年度 

第 1四半期      

第 2四半期      

第 3四半期      

第 4四半期      

 

ただし、本事業契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定

又は減額がなされた金額とする。 
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②維持管理及び運営業務に係るサービス対価の各期支払金額 

支払対象期 

各期の支払総額 

税込合計 

維持管理 

業務費 

① 

①における 

消費税及び 

地方消費税

相当額 

運営業務費 

② 

②における 

消費税及び 

地方消費税

相当額 

その他費用 

③ 

③における 

消費税及び 

地方消費税

相当額 

令和 6

年度 
第 4四半期     

  
 

令和 7

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 8

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 9

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 10

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 11

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 12

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 13

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 14

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 15

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 16

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 17

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        
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支払対象期 

各期の支払総額 

税込合計 

維持管理 

業務費 

① 

①における 

消費税及び 

地方消費税

相当額 

運営業務費 

② 

②における 

消費税及び 

地方消費税

相当額 

その他費用 

③ 

③における 

消費税及び 

地方消費税

相当額 

令和 18

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 19

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 20

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

令和 21

年度 

第 1四半期        

第 2四半期        

第 3四半期        

第 4四半期        

 

ただし、本事業契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定

又は減額がなされた金額とする。 
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別紙７ 施設整備業務に係る対価の改定方法 

 
 建設・工事監理業務に係るサービス対価の改定に関する基本的な考え方建設・工事監理業務の

サービス対価（公租公課を除く。）については、事業契約書等に基づいて決定され

る金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、その改定方法については、

令和３年１２月（提案書提出時）の「建築費指数・工事原価―事務所（ＲＣ）」（一

般財団法人建設物価調査会ウェブサイト）を用い、各工事の着工時期の同指数と比

較して１．５パーセントを超える差が生じた場合、その生じた差分に応じてサービ

ス対価の改定を行う。 

 建設・工事監理業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものと

する。 

 

物価変動率＝【工事着工日の属する月の建築費指数】÷【令和４年１月の建築費指数】－１ 

※ 物価変動率に小数点以下第３位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす

る。 

 

物価変動率＞０．０１５の場合 

改定後の施設整備費＝提案時の施設整備費×(１＋(物価変動率)－０．０１５) 

 

物価変動率＜－０．０１５の場合 

改定後の施設整備費＝提案時の施設整備費×(１＋(物価変動率)＋０．０１５) 

 

※ 施設整備費は、「既存施設の解体・撤去工事費、公共施設整備費」のみとする。 
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別紙８ 維持管理及び運営業務に係るサービス対価の改定方法 

維持管理及び運営業務に係るサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとする

が、具体的な手続については、本事業契約の締結後、市と事業者で手続の詳細について協議した

上で市が決定する。 

 

 維持管理及び運営業務のサービス対価の改定に関する基本的な考え方 

 維持管理及び運営業務のサービス対価（公租公課を除く。）は、事業契約書等に基づいて決定

される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。 

 

 改定方法は、毎年８月の「消費税を除く企業向けサービス価格指数：日本銀行調査統計局」の

確報値及び「消費者物価指数・総務省統計局」を用い、前回改定年度の前年（初回の改定時に

対しては令和３年）の１月から１２月までの指数の平均値と比較し手３．０パーセント以上の

差が生じた場合に、表 1に定める指標に基づき、次年度分のサービス対価の改定を行う。ただ

し、消費者物価指数の消費税増税に伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサ

ービス価格指数及び消費者物価指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調

査の結果や日本銀行調査統計局の国内企業物価指数等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、

市及び事業者の協議によるものとする。指数の差は、次式によって算定されるものとする。 

 

（ＣＳＰＩ（ｔ－１） － ＣＳＰＩｓ）/ ＣＳＰＩｓ 

 

 各年度の維持管理及び運営業務のサービス対価は、次式によって表されるものとする。 

 

Ｐ（ｔ）＝Ｐｓ（ｔ）×ＣＳＰＩ（ｔ－１）/ＣＳＰＩｓ 

 

＜凡例＞ 

Ｐ（ｔ）     ：ｔ年度（ｔ年４月から（ｔ＋１）年３月）のサービス対価 

Ｐｓ（ｔ）    ：最新の事業契約書等に示すｔ年度のサービス対価 

ＣＳＰＩ（ｔ－１）：（ｔ－１）年の８月の企業向けサービス価格指数（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｅ

ｒｖｉｃｅ Ｐｒｉｃｅ Ｉｎｄｅｘ） 

ＣＳＰＩｓ    ：前回改定年度の前年（初回の改定時に対しては令和３年） 

１月から１２月までの企業向けサービス価格指数（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓ

ｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｉｃｅ Index）の平均値 

 

※ 改定率（ＣＳＰＩ（ｔ－１）/ＣＳＰＩｓ）に小数点以下第３位未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 

※ 計算の結果、円単位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

※ ｔ年度のサービス対価が改定される場合、（ｔ＋１）年度以降のサービス対価も、上記の改定

率を乗じた額に改定されるものとする。 

 

 改定に係る協議は毎年度１回とし、次年度以降のサービス対価に反映させるものとする。 

 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、市及び事業者

の協議により改定するものとする。 
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表１ 改定に用いる指標 

業務の区分 
該当する業務の

内訳 
使用する指標 

維持管理業務 警備業務 「企業向けサービス価格指数」－警備（日本銀行調査統計

局） 

上記以外の維持

管理業務 

「企業向けサービス価格指数」－建物サービス（日本銀行

調査統計局） 

運営業務 「企業向けサービス価格指数」－労働者派遣サービス（日

本銀行調査統計局） 

その他これらを実施する上で必要

な関連業務 

「企業向けサービス価格指数」－その他諸サービス（日本

銀行調査統計局） 
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別紙９ 法令変更による増加費用及び損害の負担 

法令変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の１又は２に該当する場合

には市が負担し、それ以外の法令変更については事業者が負担する。 

 

１ 本事業に直接影響を及ぼす法令変更（本事業に直接影響を及ぼす法令とは、特に本事業と類似

のサービスを提供する公共施設の設置、維持管理及び運営等に関する事項を直接的に規定する

ことを目的とした法令をいう。） 

２ 消費税及び地方消費税の変更に関するもの（税率の変更を含む。） 

３ ＰＦＩ法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更による増加費用  

４ 法令変更による増加費用で資本的支出に係るもの 

 

なお、本事業契約において、法令変更とは、次に掲げるものをいうものとする。 

(１) 法律、命令（告示を含む。）、条例又は規則（規程を含む。）の制定又は改廃  

(２) 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃  

(３) 都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止 
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別紙１０ 不可抗力による増加費用及び損害の負担 

 増加費用及び損害が事業者に生じた場合 

契約期間中に不可抗力が生じた場合、公共施設の引渡し前であれば、別紙６支払金額等１.(１)

に記載する①施設整備業務費に係る対価の１００分の１に至るまでは事業者が負担し、これを超

える額については市が負担する。公共施設の引渡し後であれば、別紙 6 支払金額等１.(２)に記

載する引渡日の属する年の翌年度に係る維持管理及び運営業務に係るサービス対価の１年分に

相当する額の１００分の１に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担す

る。 

ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、事業者に生じた増加費用額及び損害

額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。 

 

 損害が第三者に生じた場合 

契約期間中に不可抗力が生じ、本事業につき、当該不可抗力に起因して第三者に損害が発生し

た場合で法令に基づき市又は事業者が当該損害を賠償する義務を負う場合、公共施設の引渡し前

であれば、別紙６支払金額等１.(１)に記載する①施設整備業務費に係る対価の１００分の１に

至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。公共施設の引渡し後であ

れば、別紙６支払金額等１.(２)に記載する引渡日の属する年の翌年度に係る維持管理及び運営

業務に係るサービス対価の１年分に相当する額の１００分の１に至るまでは事業者が負担し、こ

れを超える額については市が負担する。 

ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、事業者に生じた増加費用額及び損害

額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。 
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別紙１１ 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項 

（総則） 

第１条 市と事業者は、下関市暴力団排除条例第３条に規定する基本理念に基づき、同条例第６条

の規定による措置として、この特記事項を設ける。 

 

（暴力団排除に係る契約の解除） 

第２条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対しなんらの催告を要せ

ず、この契約を解除することができる。 

(1) 役員等（事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が、

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接

的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(7) 事業者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の

購入契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）に、市が事業者に対して

当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記

事項が付加される契約の規定による。 

 

（関係機関への照会等） 

第３条 市は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、事業者に対して、役員等につ

いての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、事業者が前

条第１項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 

２ 事業者は、前項の規定により、市が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとす

る。 

 

（契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置）  

第４条 事業者は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者（この条において「下請事業

者等」という。）が、暴力団又は暴力団員から、この契約の適正な履行の妨害又はこの契約に係

る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄

の警察署に届け出なければならない。 

２ 市、事業者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、この契約の

履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。 

 


